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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも２つのスライドカードを受容する外側スリーブであって、
　一対の対向する第１及び第２側面パネルと、
　前記第１及び第２側面パネルと間隔をあけて平行な関係にあり、前記第１及び第２側面
パネル間に配置された区分構造体と、
　前記第１及び第２側面パネルと前記区分構造体とを相互接続する複数の折曲可能接続パ
ネルであって、第１チャンバが前記第１側面パネルと前記区分構造体との間に画定され、
少なくとも一方の側面パネルをスライド可能にかつロック可能に受容し、第２チャンバが
前記第２側面パネルと前記区分構造体との間に画定され、少なくとも一方の側面パネルを
スライド可能にかつロック可能に受容する、複数の折曲可能接続パネルと、
　前記第１及び第２チャンバそれぞれの内側に少なくとも部分的に位置付けられる一対の
内側パネルであって、前記内側パネルそれぞれが、少なくとも一方の前記スライドカード
を前記第１及び第２チャンバそれぞれ内においてロック位置で解放可能にロックするため
のスライドカードロック機構を有する、一対の内側パネルと、
を備え、
　前記第１及び第２チャンバそれぞれが、閉鎖端と対向する開口端とを有し、
　前記第１チャンバの前記開口端が、前記外側スリーブの一端に位置し、
　前記第２チャンバの前記開口端が、当該外側スリーブの他端に位置することを特徴とす
る外側スリーブ。
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【請求項２】
　前記第１及び第２側面パネルそれぞれが、一対の対向する側縁部と一対の対向する端縁
部とによって画定され、
　前記第１側面パネルの一方の前記側縁部が、少なくとも１つの前記折曲可能接続パネル
を介して前記第２側面パネルの一方の前記側縁部に折曲可能に接続されることを特徴とす
る請求項１に記載の外側スリーブ。
【請求項３】
　前記第１チャンバにある前記内側パネルが、少なくとも２つの前記折曲可能接続パネル
を介して前記第１側面パネルの他方の前記側縁部に折曲可能に接続され、
　前記第２チャンバにある前記内側パネルが、少なくとも２つの前記折曲可能接続パネル
を介して前記第２側面パネルの他方の前記側縁部に折曲可能に接続されることを特徴とす
る請求項２に記載の外側スリーブ。
【請求項４】
　前記区分構造体が、対面接触する関係で配置された一対の区分パネルを備え、
　前記第１チャンバにある前記内側パネルが、一方の前記区分パネルをさらに介して前記
第１側面パネルに折曲可能に接続され、
　前記第２チャンバにある前記内側パネルが、他方の前記区分パネルをさらに介して前記
第２側面パネルに折曲可能に接続されることを特徴とする請求項３に記載の外側スリーブ
。
【請求項５】
　前記区分構造体が、対面接触する関係で配置された一対の区分パネルを備え、
　一方の前記区分パネルと前記第１側面パネルとが、第１スリーブユニットを形成するた
めに少なくとも２つの前記折曲可能接続パネルによって相互接続され、
　他方の前記区分パネルと前記第２側面パネルとが、第２スリーブユニットを形成するた
めに少なくとも２つの前記折曲可能接続パネルによって相互接続され、
　前記第１及び第２スリーブユニットが、前記第１及び第２チャンバそれぞれを画定する
ことを特徴とする請求項１に記載の外側スリーブ。
【請求項６】
　前記第１スリーブユニットにおける少なくとも２つの前記折曲可能接続パネルのうちの
１つが、前記第２スリーブユニットにおける少なくとも２つの前記折曲可能接続パネルの
うちの１つに折曲可能に接続され、前記第１及び第２スリーブユニットが、互いに折曲可
能に接続されることを特徴とする請求項５に記載の外側スリーブ。
【請求項７】
　前記第１及び第２側面パネルそれぞれが、前記内側パネルそれぞれの前記スライドカー
ドロック機構に近接して位置付けられる解放ボタンを有することを特徴とする請求項１に
記載の外側スリーブ。
【請求項８】
　複数のスライドカードを収容するための外側スリーブを形成するブランクであって、
　複数の折曲可能接続パネルと、
　少なくとも１つの前記折曲可能接続パネルによって折曲可能に相互接続された一対の第
１及び第２側面パネルと、
　少なくとも１つの区分パネルであって、前記折曲可能接続パネルによって、前記第１及
び第２側面パネルによって、及び少なくとも１つの当該区分パネルによって、別個の第１
及び第２チャンバを画定するように当該ブランクを外側スリーブの形態に組み立てると、
前記第１及び第２側面パネル間に配置される、少なくとも１つの区分パネルと、
　当該ブランクが前記外側スリーブの形態を取ると前記第１及び第２チャンバそれぞれの
内側に少なくとも部分的に位置付けられる一対の内側パネルであって、当該内側パネルそ
れぞれが、前記第１及び第２チャンバそれぞれ内においてロック位置にある少なくとも１
つの前記スライドカードを解放可能にロックするためのスライドカードロック機構を有す
る、一対の内側パネルと、
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を備え、
　一方の前記内側パネルの前記スライドカードロック機構が、当該ブランクの対向する長
手方向縁部の一方に沿う位置に位置し、
　他方の前記内側パネルの前記スライドカードロック機構が、当該ブランクの対向する長
手方向縁部の他方に沿う位置に位置することを特徴とするブランク。
【請求項９】
　前記第１及び第２側面パネルそれぞれが、当該ブランクが前記外側スリーブの形態を取
ると前記内側パネルそれぞれの前記スライドカードロック機構に近接して位置付けられる
解放ボタンを有することを特徴とする請求項８に記載のブランク。
【請求項１０】
　前記第１及び第２側面パネルそれぞれが、一対の対向する側縁部と一対の対向する端縁
部とによって画定され、
　前記第１側面パネルの一方の前記側縁部が、少なくとも１つの前記折曲可能接続パネル
を介して前記第２側面パネルの一方の前記側縁部に折曲可能に接続されることを特徴とす
る請求項８に記載のブランク。
【請求項１１】
　一方の前記内側パネルが、少なくとも２つの前記折曲可能接続パネルを介して前記第１
側面パネルの他方の前記側縁部に折曲可能に接続され、
　他方の前記内側パネルが、少なくとも２つの前記折曲可能接続パネルを介して前記第２
側面パネルの他方の前記側縁部に折曲可能に接続されることを特徴とする請求項１０に記
載のブランク。
【請求項１２】
　少なくとも１つの前記区分パネルが、一対の区分パネルを備え、
　一方の前記内側パネルが、一方の前記区分パネルをさらに介して前記第１側面パネルに
折曲可能に接続され、
　他方の前記内側パネルが、他方の前記区分パネルをさらに介して前記第２側面パネルに
折曲可能に接続されることを特徴とする請求項１１に記載のブランク。
【請求項１３】
　少なくとも１つのスライドカードを受容する外側スリーブであって、
　一対の対向する第１及び第２側面パネルであって、当該第１及び第２側面パネルそれぞ
れが、一対の対向する側縁部とそれぞれが前記側縁部間に延在する一対の対向する端縁部
とによって画定される、第１及び第２側面パネルと、
　前記第１及び第２側面パネルを相互接続する複数の折曲可能接続パネルであって、少な
くとも１つのチャンバが、少なくとも１つの前記スライドカードをスライド可能にかつロ
ック可能に受容するために、前記第１及び第２側面パネル間に区画され、少なくとも１つ
の当該折曲可能接続パネルが、少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルの対向する
一方の前記側縁部に沿って少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルに折曲可能に接
続される、複数の折曲可能接続パネルと、
　少なくとも１つの前記チャンバの内側で少なくとも部分的に位置付けられる少なくとも
１つの内側パネルであって、少なくとも１つの当該内側パネルが、少なくとも１つの前記
チャンバ内において少なくとも１つの前記スライドカードを解放可能にロックするための
スライドカードロック機構を有する、少なくとも１つの内側パネルと、
を備え、
　少なくとも１つの第１及び第２側面パネルが、少なくとも１つの前記内側パネルの前記
スライドカードロック機構に近接して位置する解放ボタンを有し、
　少なくとも１つの前記内側パネルが、少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルの
一方の前記端縁部に折曲可能に接続されることを特徴とする外側スリーブ。
【請求項１４】
　少なくとも１つの前記内側パネルが、少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルの
一方の前記端縁部に直接接続されるミシン目が入れられた延長パネルによって設けられて
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おり、
　ミシン目が入れられた前記延長パネルが、当該外側スリーブの端部閉鎖構造体の少なく
とも一部を形成する少なくとも１つのセクションを有することを特徴とする請求項１３に
記載の外側スリーブ。
【請求項１５】
　少なくとも１つのスライドカードを収容するための外側スリーブを形成するブランクで
あって、
　一対の対向する第１及び第２側面パネルであって、当該第１及び第２側面パネルそれぞ
れが、一対の対向する側縁部とそれぞれが前記側縁部間に延在する一対の対向する端縁部
とによって画定される、第１及び第２側面パネルと、
　複数の折曲可能接続パネルであって、少なくとも１つの前記折曲可能接続パネルが、前
記第１及び第２側面パネルを相互接続し、少なくとも１つのチャンバが、当該ブランクが
前記外側スリーブを形成すると少なくとも１つの前記スライドカードをスライド可能にか
つロック可能に受容するために、前記第１及び第２側面パネル間に区画され、少なくとも
１つの当該折曲可能接続パネルが、少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルの対向
する一方の前記側縁部に沿って少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルに折曲可能
に接続される、複数の折曲可能接続パネルと、
　当該ブランクが前記外側スリーブを形成すると少なくとも１つの前記チャンバの内側で
少なくとも部分的に位置付けられる少なくとも１つの内側パネルであって、少なくとも１
つの当該内側パネルが、少なくとも１つの前記チャンバ内において少なくとも１つの前記
スライドカードを解放可能にロックするためのスライドカードロック機構を有する、少な
くとも１つの内側パネルと、
を備え、
　少なくとも１つの第１及び第２側面パネルが、当該ブランクが前記外側スリーブを形成
すると少なくとも１つの前記内側パネルの前記スライドカードロック機構に近接して位置
付けられる解放ボタンを有し、
　少なくとも１つの前記内側パネルが、少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルの
一方の前記端縁部に折曲可能に接続されることを特徴とするブランク。
【請求項１６】
　少なくとも１つの前記内側パネルが、ミシン目が入れられた延長パネルによって設けら
れており、
　前記延長パネルが、少なくとも１つの前記第１及び第２側面パネルの一方の前記端縁部
に直接接続され、
　ミシン目が入れられた前記延長パネルが、当該外側スリーブの端部閉鎖構造体の少なく
とも一部を形成するための少なくとも１つのセクションを有することを特徴とする請求項
１５に記載のブランク。
【発明の詳細な説明】
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００１】
　本発明における二重用量包装は、一対の内側スライドカードと外側スリーブとからなる
。外側スリーブと内側スライドカードとは、例えばプラスチック、板紙、必要に応じて例
えばホイルまたはポリマーフィルムなど板紙と別の折曲可能な材料との積層体のような任
意の適切な材料から切り取られる。この基板の選択は、包装する必要性にしたがってなさ
れており、したがって、ＦＤＡによって一般的に安全として認識されている（ＧＲＡＳ）
基板材料は、本発明の範囲内にある。特定の形態において、基板は、漂白クラフト板(ble
ached sulfate board)、無地無漂白クラフト板(solid unbleached sulfate board)（ＳＵ
Ｓ）、クレー被覆新聞再生紙(clay-coated newsback)（ＣＣＮＢ）または好ましくは約０
．００８インチ（０．２０ｍｍ）から約０．０５０インチ（１．３ｍｍ）までの厚さの範
囲にある基板のような任意の適切な板紙基板のシートから選択される。例えば、板紙は、



(5) JP 5484445 B2 2014.5.7

10

20

30

40

50

澱粉または粘着剤との塗装粘土(coating clay)、炭酸カルシウム及び／もしくは二酸化チ
タンまたはこれら材料のさまざまな組み合わせから選択された無機顔料の流動混合物のよ
うな被覆によって、一面がクレー被覆され（Ｃ１Ｓ）または両面がクレー被覆され（Ｃ２
Ｓ）ている。一連の緻密化及び（カレンダ加工を経た）研磨は、高度な平滑性に各被覆面
を仕上げ、被覆面を優れた品質の画像印刷に適するようにさせる。
【０００２】
　第１形態において、外側スリーブは、一対の側面パネルと、包装の幅広面を形成する内
側区分パネルと、を有し、これら側面パネル及び内側区分パネルは、複数の折曲可能接続
パネルによって動作可能に接続されている。外側スリーブの構成は、それぞれが個別の内
側スライドカードに適合する２つのチャンバを形成する。各側面パネルは、スライドカー
ドロック機構を有する一方で、擬似底部を外側スリーブに設ける一対の延長パネルは、解
放機構を有する。スライドカードロック機構は、側面パネルに位置する解放ボタンの形態
をなしている一方、スライドカードロック手段は、延長パネル内の内側スライドカードの
延長部と係合するためのノードを有する切取領域からなる。
【０００３】
　基板材料の選択に応じて、スリーブの不浸透性を改善する別の手段は、ブランクの一面
または両面の少なくとも一部をポリマーフィルムで積層することを含む。このように、パ
ッケージの外側は、引き裂きに対するさらなる耐性を有する。状況に応じて、この積層は
、スリーブブランクの全面にわたって延在しなくてもよい。例えば、引き裂けやすい領域
のみが積層を必要としてもよい。適切な積層材料は、例えば、高密度ポリエチレン（ＨＤ
ＰＥ）ポリオレフィンのような２軸配向のもしくは交差積層のポリマーフィルム、例えば
Mylar（商標）などのポリエステル、またはこれらの組み合わせから選択されてもよい。
関連する形態において、引裂耐性は、例えばテープのようなポリマーフィルムの１以上の
ストリップをこれら領域を覆うように付けることによって、パッケージの角部及び露出し
ている縁部のような応力点にもたらされる。一方の態様において、ポリマーフィルムは、
押出成形もしくは接着型積層によって、または技術的に公知の他の適切な手段によって、
主としてブランクの内面である側に付けられてもよい。この処置が引裂耐性を著しく増大
させかつ外側スリーブにおいて引裂きが伝搬することを防止することは、見出された。好
ましくは、全体的な積層フィルムも選択的に付けられたフィルムストリップも、パッケー
ジの美的外観を損ねず、印刷可能なまたは他の適切な表示機能を損ねない。文字または図
形情報は、技術的に従来から公知の手段にしたがって、スリーブにまたは内側スライドカ
ードの表面に印刷されてもよい。
【０００４】
　パッケージの外側スリーブは、内側スライドカードに対する追加の保護を提供し、この
内側スライドカードは、使用される単位用量製品を収容する。内側スライドカードは、主
として内側スライドカードの折返延長部である停止機構を有し、ユーザが内側スライドカ
ードを外側スライドカードから離間するように完全に引き出すことを防止する。
【０００５】
　状況に応じて、パッケージ全体の構造的な剛性を改善する他の目の端手段を組みこんで
もよい。このような機能は、上述のように、スライドカードをポリマーフィルムで積層す
ることを含み、これは、引裂耐性を改善する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】第１実施形態における外側スリーブを示す平面図である。
【図２】第１実施形態におけるパッケージを示す第１の等角図である。
【図３】第１実施形態におけるパッケージを示す第２の等角図である。
【図４】第１実施形態におけるパッケージを示す第３の等角図である。
【図５】第２実施形態における外側スリーブを示す平面図である。
【図６】第２実施形態におけるパッケージを示す第１の等角図である。
【図７】第２実施形態におけるパッケージを示す第２の等角図である。
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【図８】第２実施形態におけるパッケージを示す第３の等角図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　本明細書に示されかつ記載される実施形態は、単一パッケージングソリューション(pac
kaging solution)に単位用量を収容する複数の内側スライドカードを有する能力を付与す
る。このタイプの包装は、パッケージングソリューションに含まれる単位用量の数を増大
させ、チャイルドセーフティ(child safety)及びシニアフレンドリー(senior friendly)
な態様を維持する一方で、単位用量を包装するのに必要な材料を十分に低減する。
【０００８】
　図１は、第１実施形態における外側スリーブを示す平面図である。外側スリーブは、ブ
ランク１００から形成されており、このブランクには、一対の側面パネル１０、２０と、
内側区分パネル３０と、一対の折曲可能接続パネル１５と、一対の内側区分折曲可能接続
パネル２５と、第１の一対のミシン目が入れられた延長パネル３５と、第２の一対の延長
パネル４０と、を形成するために、ミシン目が入れられている。
【０００９】
　外側スリーブを形成するため、一方の内側区分折曲可能接続パネル２５は、側面パネル
２０に対して直角に折り曲げられる。そして、内側区分パネル３０は、折り曲げられた内
側区分折曲可能接続パネル２５に対して直角に折り曲げられており、内側区分パネル３０
は、側面パネル２０と平行かつ側面パネル２０の下方に位置する。次に、他方の内側区分
折曲可能接続パネル２５は、内側区分パネル３０から下方に直角に折り曲げられる。続い
て、側面パネル１０、２０双方に結合された折曲可能接続パネル１５は、下方に直角に折
り曲げられる。この折曲可能接続パネル１５は、内側区分折曲可能接続パネル２５の幅の
約２倍である。このため、パネル２５は、内側区分パネルが折曲可能接続パネル１５とパ
ネル１５の幅のほぼ中間で垂直に交差するように下方に延在している。そして、側面パネ
ル１０は、直角に折り曲げられており、側面パネル１０は、ここで、内側区分パネル３０
及び側面パネル２０と平行かつ内側区分パネル３０及び側面パネル２０の下方にある。次
に、他方の折曲可能接続パネル１５は、上向きに直角に折り曲げられ、側面パネル２０の
反対側の端部に（例えば接着剤を用いて）当接固定されており、３次元の直方体の箱を完
成する。
【００１０】
　第１の一対のミシン目が入れられた延長パネル３５それぞれは、側面パネル１０及び２
０それぞれの一端から延在する。ミシン目が入れられたこれら延長パネル３５は、処置位
置で堅固にスライドカードインサートを維持するように設計されたロック機構をさらに有
する。ロック機構は、ノード５０を有する延長パネル３５内の切取領域４５からなる。ミ
シン目が入れられた延長パネル３５は、ミシン目線に沿って折り曲げられており、側面パ
ネル１０、内側区分パネル３０及び側面パネル２０からなる外側スリーブの連続によって
画定されるチャンバそれぞれ内に挿入されかつ固定される。挿入すると、ミシン目が入れ
られた延長パネルは、パッケージ全体に対する底部を形成する。ここで、ロック機構（切
取領域４５及びノード５０）は、画定されたチャンバ内にあり、ロック機構をチャンバに
挿入するとスライドカードインサートと動作可能に結合する。
【００１１】
　第２の一対の延長パネル４０それぞれは、側面パネル１０及び２０それぞれの反対側の
端部から延在する。これら延長パネル４０は、切取ノッチ５５をさらに有する。これら延
長パネル４０は、下方に折り曲げられ、側面パネル１０、２０及び内側区分パネル３０に
よって画定されるチャンバの開口部に押し込まれる。これら延長パネル４０は、チャンバ
内で特定の面にシールされていない。切取ノッチ５５は、ほぼ円形をなしており、円の半
分は、側面パネル１０、２０に存在し、他方の半分は、延長パネル４０に存在する。延長
パネル４０がチャンバの開口部に折り曲げられると、ノッチ５５は、半円形の切取部とな
り、この切取部は、スライドカードインサートを十分に露出させており、ユーザは、把持
してスリーブからスライドカードインサートを引き出す。これら延長パネル４０の主目的
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は、スライドカードインサートのための保持要素として機能することである。スライドカ
ードインサートを外方に引くと、スライドカードインサートは、スライドカードインサー
トにある相反の要素が延長パネル４０と係合するまで、伸張する。
【００１２】
　各側面パネル１０、２０は、解放ボタン６０の形態をなす解放機構をさらに有する。ス
ライドカードインサートを解放してスライドカードインサートを外側スリーブ内のそのチ
ャンバから引き出すため、ユーザは、連続的に、ノッチ５５を介してスライドカードイン
サートを一方の手で把持し、そして、彼の他方の手で解放ボタン６０を押下する。解放ボ
タン６０は、スライドカードインサートを下方に押し下げ、スライドカードを延長パネル
３５に位置するロック機構４５、５０から外す。
【００１３】
　図示しないが、画定されたチャンバの開口端は、スライドカードがアクセス可能となる
前にシールを取り外すように一時的にシールされている。これは、この包装を利用する特
定の市販（over-the-counter：ＯＴＣ）製品の購入前にスライドカードの内容物にアクセ
スすることを防止する。例えば折込式閉鎖部、穿孔された引裂式パネル、セキュリティテ
ープ付パネルなどで端部をシールしてもよい。
【００１４】
　図２は、第１実施形態におけるパッケージを示す第１の等角図である。この図は、完全
に形成されかつ一対の内側スライドカード７０、８０を収容する外側スリーブを示してい
る。解放ボタン６０及びノッチ５５は、側面パネル１０に視認可能である。
【００１５】
　図３は、第１実施形態におけるパッケージを示す第２の等角図である。この図は、図２
と同様であるが、外側スリーブから部分的に取り出された内側スライドカード７０、８０
をさらに示している。
【００１６】
　図４は、第１実施形態におけるパッケージを示す第３の等角図である。この図は、図２
及び図３と同様である。今度は、内側スライドカード７０、８０は、外側スリーブから完
全に取り出されて示されており、内側スライドカードに保存されている個別の用量は、露
出され、アクセス可能である。
【００１７】
　図５は、第２実施形態における外側スリーブを示す平面図である。この実施形態におい
て、２つの別個の外側スリーブパッケージは、共通の折曲可能接続線５７０に沿って互い
に結合されている。外側スリーブは、ブランク５００から形成されており、このブランク
には、６つのパネルを形成するためにミシン目が入れられている。各外側スリーブは、共
通の折曲可能接続線によって分離された３つのパネルを有しており、１組の３つのパネル
は、他方の組の３つのパネルの反転鏡像である。一方の外側スリーブを形成するため、第
１パネル５１０Ａは、下方に折り曲げられて例えば接着剤を用いて第２パネル５３０Ａの
下方に固定され、パネル５１０Ａは、形成された外側スリーブの内部に位置付けられる。
側面パネル５１０Ａ、５２０Ａ、５３０Ａそれぞれは、１組の折曲可能接続パネル５１５
Ａによって分離されている。折曲可能接続パネル５１５Ａは、外側スリーブに深さ成分を
もたらし、単位用量を収容する内側スライドカードを受けかつ収容するように構成された
内側チャンバを形成する。
【００１８】
　パネル５１０Ａは、延長パネル５２５Ａを有しており、この延長パネルは、内側スライ
ドカードが外側スライドカードから完全に引き出されることを防止する停止デバイスとし
て機能する。第３パネル５２０Ａは、追加の延長部５４０Ａを有しており、この延長部は
、パネル５２０Ａの中央に向けて折り曲げられてパッケージを強化する底部を形成し、こ
れによりパッケージにさらなる不正開封防止機能を付与する。延長パネル５４５Ａは、延
長パネル５４０Ａと重なりかつ延長パネル５４０Ａに固定され、外側スリーブパッケージ
の底部を完成する。パネル５１０Ａは、ノード５５５Ａを有する切取領域５６０Ａをさら
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に有する。切取領域５６０Ａ、ノード５５５Ａ及び解放ボタン５６５Ａと延長パネル５２
５Ａとは、パッケージのためのロック組立体を共に形成する。ロック機構は、参照として
本明細書に組み込まれる特許文献１に記載されたロック機構と同様に作動する。また、ブ
ランク５００は、切取領域５５０Ａを有しており、この切取領域は、共に折り曲げられる
と、ノッチ５５２Ａと対になるノッチを形成する。
【００１９】
　反対側の側面パネル５１０Ｂ、５２０Ｂ、５３０Ｂと折曲可能接続パネル５１５Ｂとは
、上述のように同様の方法で折り曲げられ、第２外側スリーブを形成する。いったん折り
曲げると、共通の折曲可能接続線５７０に沿って密接に結合された２つの別個の外側スリ
ーブユニットとなる。各外側スリーブは、内側スライドカードを収容することが可能であ
る。
【００２０】
　ロック機構５５５Ａ、５６０Ａ、５５５Ｂ、５６０Ｂは、図１から図４に関する上述の
ように、解放ボタン５６５Ａ、５６５Ｂと連動して作動する。同様に、延長パネル５３５
Ａ、５３５Ｂは、外側スリーブによって区画されたチャンバ内から完全に引き出されるこ
とから内側スライドカードを保持するように機能する。
【００２１】
　図６は、第２実施形態におけるパッケージを示す第１の等角図である。この図は、互い
に部分的に分離された共通の折曲可能接続線で結合された外側スリーブ双方を示している
。上側の外側スリーブにおいて、側面パネル５３０Ａは、視認可能であり、解放ボタン５
６５Ａ及びノッチ５５２Ａを有している。また、一方の折曲可能接続パネル５１５Ａと底
部を形成する延長パネル５４５Ａとが視認可能である。下側外側スリーブにおいて、側面
パネル５２０Ｂ、折曲可能接続パネル５１５Ｂ及びノッチ５５２Ｂが視認可能である。
【００２２】
　図７は、第２実施形態におけるパッケージを示す第２の等角図である。この図は、互い
に分離していない状態で共通の折曲可能接続線５７０において結合された外側スリーブ双
方を示している。上側外側スリーブにおいて、側面パネル５３０Ａは、視認可能であり、
解放ボタン５６５Ａ及びノッチ５５２Ａを有する。同様に、一方の折曲可能接続パネル５
１５Ａが視認可能である。下側外側スリーブにおいて、折曲可能接続パネル５１５Ｂと底
部を形成する延長パネル５４５Ｂとが視認可能である。
【００２３】
　図８は、第２実施形態におけるパッケージを示す第３の等角図である。図８は、図７と
同様であるが、図８は、内側スライドカード５８０Ａ、５８０Ｂを示しており、この内側
スライドカードは、内側スライドカード５８０Ａ、５８０Ｂに収容されている単位用量が
露出されかつアクセス可能となる範囲まで外側スリーブのチャンバから引き出されている
。
【００２４】
　上記記載は、挿入されパッケージから引き出されるスライドカードに言及している。ス
ライドカードは、一般的には、普通ブリスタパックと称されるものに収容された複数の単
位用量を保持している。このため、スライドカードは、もっぱらブリスタパック、基板に
熱融着されたブリスタパック、基板に接着された（例えばホットメルトされた）ブリスタ
パック、またはスロットが形成された基板に入れられたブリスタパックの形態をなす。
【００２５】
　本発明におけるパッケージは、内側スライドカードを収容する２つのブリスタパックに
適合でき、軽量であり、不正開封防止機能を有し、シニアフレンドリーであり、耐久性が
あり、組み立てが容易であり、消費されるまで各単位ユニットの保護を提供し、かつ経済
的であるという有利点をもたらす。さらに、本発明は、チャイルドレジスタント(child r
esistant)であるがユーザフレンドリーである単位用量パッケージ容器を提供し、このパ
ッケージ容器は、さまざまな内容物を収容しかつ分配するために使用される。パッケージ
における改良した不正開封防止機能は、少なくとも部分的に、欠陥のある底部支持構造と
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、ずらされたノッチの配置と、パッケージのスリーブ及びスライドカードの構造体におい
て部分的にまたは完全に積層された構造材料を用いることと、に起因していると考えられ
る。適切には、パッケージは、例えば繰り返しの定期的な用量の処方を必要とする市販薬
の調合に使用される。本明細書で使用するように、用語「医薬品」は、所定のもしくは市
販の薬もしくはサプリメント、ビタミンまたは他の薬品、またはホイル／板紙のもしくは
プラスチックの構造からなるパッケージに収容することに適した他の材料を含むことを意
図している。
【００２６】
　本発明が本明細書で詳細に発明されていないとはいえ当業者によって本開示から理解さ
れるさまざまな他の実施形態を含むと考えられている。したがって、本開示は、上記実施
例のみにまたは示された好ましい実施形態のみに限定して読むべきでない。
【符号の説明】
【００２７】
１０，２０　側面パネル，パネル、１５　折曲可能接続パネル，パネル、２５　内側区分
折曲可能接続パネル、３０　内側区分パネル、３５　第１の延長パネル、４０　第２の延
長パネル、４５，５５０Ａ，５５０Ｂ，５６０Ａ，５６０Ｂ　切取領域，ロック機構、５
０，５５５Ａ，５５５Ｂ　ノード，ロック機構、５５，５５２Ａ，５５２Ｂ　切取ノッチ
，ノッチ、６０，５６５Ａ，５６５Ｂ　解放ボタン、７０，８０，５８０Ａ，５８０Ｂ　
内側スライドカード、１００，５００　ブランク、５１０Ａ，５１０Ｂ　側面パネル，第
１パネル，パネル、５１５Ａ，５１５Ｂ　折曲可能接続パネル、５２０Ａ，５２０Ｂ　側
面パネル，第３パネル、パネル、５２５Ａ，５２５Ｂ　延長パネル、５３０Ａ，５３０Ｂ
　側面パネル，第２パネル，パネル、５３５Ａ，５３５Ｂ　延長パネル、５４０Ａ，５４
０Ｂ　延長パネル，延長部、５４５Ａ，５４５Ｂ　延長パネル、５７０　折曲可能接続線

【図１】

【図２】

【図３】
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